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県
税
賦
課
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条
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施

山
口
県
規
則
第
九
号

知
事
等
の
給
与
及
び
旅

規
則

知
事
等
の
給
与
及
び
旅
費
に

例
第
十
五
号
）
の
施
行
期
日
は

一
般
職
に
属
す
る
学
校
職
員

山
口
県
条
例
第
十
四
号
）
附
則

二
十
五
日
と
す
る
。

知
事
等
の
給
与
及
び
旅
費
に

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五

一
般
職
に
属
す
る
学
校
職
員

日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五

山
口
県
規
則
第
八
号

一
般
職
に
属
す
る
学
校

行
期
日
を
定
め
る
規
則

一
般
職
の
職
員
の
給
与

め
る
規
則

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関

第
十
三
号
）
附
則
第
一
項
第
一

す
る
。

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口

費
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改

関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す

、
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の

関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す

日 の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部

布
す
る
。

日

山
口

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の

に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は

一

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め

る
条
例
（
平
成
二
十
八
年
山
口
県

と
す
る
。

を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八

施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
八
年
三

る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行

県
知
事

村

岡

嗣

政

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の

す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を

条
例
（
平
成
二
十
八
年
山
口
県
条

、
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

る条 年月則 期施 定例と

規

則
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山
山

よ
う

記
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十
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号
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式
（
そ
の
三
）

名
氏

者
請

所
住

号
番

便
郵

号
番

人
個

局
話

電

記
第
四
十
七
号
様
式
（
そ
の
一
）

号
番

人 記
第
十
一
号
様
式
中
「

号
番

人

番
人

法

記
第
二
十
八
号
様
式
中
「

号
番

人

人
法

番
人

個

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日

口
県
規
則
第
十
号

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行

口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則

に
改
正
す
る
。

又
号

番
人

個

中

」

）
番

を

」

中
「

号
番

人
法

は
又

号
番

人
個」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
２
を

号

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注

号
番
は

又
号

に
改
め
、
同
様
式
の
注

山
口
県
知

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
四
十
五
年
山
口
県
規
則

は

」
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

」
を

２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

」
を

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

事

村

岡

嗣

政

第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

山
口
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五

山
口
県
規
則
第
十
一
号

山
口
県
産
業
廃
棄
物
税

山
口
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日

成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、

相
続
人
代
表
者
指
定
届
出
書

限
り
、
こ
れ
に
所
要
の
調
整

別
記
第
九
十
八
号
様
式
中
「

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

「

氏

所
住

者
請

申

号
番
便

郵

名

局
話
電

別
記
第
七
十
号
様
式
中
「

人
法
人

個

「

号
番

人
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

日

山
口

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
山
口
県

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記

施
行
す
る
。

改
正
前
の
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条

等
を
印
刷
し
た
用
紙
で
残
存
す
る

を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

号
番

人
法

は
又
号

番
人
個

」
を
「

番
人

法

」
）

番

に
改
め
、
同
様

号
番
は

又
号

番

」
に
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め
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同
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の

則
を
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す
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事

村
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政
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則
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則
第
七
十
九
号
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一
部
を
次

第
十
一
号
様
式
の
改
正
規
定
は
、

例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ

も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
残
存
分

。

号

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注

式
の
注
を
削
る
。

」
を

注
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

の 平るに ２
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三
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の
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を
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条
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、

例
別
表
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二
号
の
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の
規
則
で

平
成
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八
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五
日

口
県
規
則
第
十
二
号

山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に

口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

三
条
第
二
項
中
「
こ
の
項
」
の
下

過
措
置
）

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
改
正
前

産
業
廃
棄
物
税
徴
収
猶
予
申
請
書

分
に
限
り
、
こ
れ
に
所
要
の
調
整

口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す

記
第
十
二
号
様
式
中
「

号
番

人

番
人

法

附

則

行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

記
第
六
号
様
式
中
「

番
人

番
人

法
又

号
番

人
個

号

号
番

人
個

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

定
め
る
場
合
及
び
事
務
）

山
口
県
知

関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二

に
「
及
び
次
条
第
二
項
」
を
加

の
山
口
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例

等
を
印
刷
し
た
用
紙
で
残
存
す

を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

号

」

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
２

行
す
る
。

号 は

」
を

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
２

は
又

え
る
。

事

村

岡

嗣

政

を
改
正
す
る
規
則

年
山
口
県
規
則
第
二
十
七
号
）

え
る
。

施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
残

る
。

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

をを
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
山
口
県
消
費
生

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五

山
口
県
規
則
第
十
三
号

山
口
県
消
費
者
苦
情
処

山
口
県
消
費
者
苦
情
処
理
委

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

業
」
を
削
り
、
「
並
び
に
」
を

十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

十
六

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ

号
）
に
基
づ
く
同
法
第
二

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八

山
口
県
消
費
者
苦
情
処
理
委

に
規
定
す
る
交
付
に
係
る

三

省
令
第
七
条
第
十
三
項

に
規
定
す
る
交
付
に
係
る

四

省
令
第
七
条
第
十
四
項

に
規
定
す
る
交
付
に
係
る

第
五
条
の
六
（
見
出
し
を
含

レ
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
二
項
第
二
十
六

第
三
条
の
二

条
例
別
表
第
十

境
、
農
林
水
産
業
又
は
生
態

ハ
シ
ボ
ソ
ガ
ラ
ス
又
は
ハ
シ

２

条
例
別
表
第
十
二
号
の
四

一

省
令
第
七
条
第
十
一
項

に
規
定
す
る
交
付
に
係
る

二

省
令
第
七
条
第
十
二
項

活
セ
ン
タ
ー
」
を
「
環
境
生
活
部

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

日

山
口

理
委
員
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す

員
会
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
山
口

「
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項

え
る
。

ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法

十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
十
一
条

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

員
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

も
の
に
限
る
。
）
。

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
す
る

も
の
に
限
る
。
）
。

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
す
る

も
の
に
限
る
。
）
。

む
。
）
中
「
別
表
第
十
八
号
の
十

号
中
「
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す

二
号
の
四
イ
及
び
チ
の
規
則
で
定

系
に
係
る
被
害
の
防
止
の
目
的
で

ブ
ト
ガ
ラ
ス
の
卵
の
採
取
等
を
し

ヲ
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
す
る

も
の
に
限
る
。
）
。

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
す
る

三

県
民
生
活
課
」
に
改
め
る
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

る
規
則

県
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を

中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、

律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十

第
一
項
の
認
定
に
関
す
る
事
務

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

こ
と
（
条
例
別
表
第
十
二
号
の
四

こ
と
（
条
例
別
表
第
十
二
号
の
四

二
ナ
」
を
「
別
表
第
十
八
号
の
十

る
医
療
機
器
の
販
売
業
及
び
貸

め
る
場
合
は
、
鳥
獣
に
よ
る
生
活

、
キ
ジ
バ
ト
、
ド
バ
ト
、
ス
ズ
メ

よ
う
と
す
る
場
合
と
す
る
。

に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

こ
と
（
条
例
別
表
第
十
二
号
の
四

こ
と
（
条
例
別
表
第
十
二
号
の
四

次 第三 ハニ二与 環、ハニ



平

に
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「
特

ス
」

二
項

改
め

第
六

ス
若

当
自

条
第

山 口

事
業

定
通

介
護

お
い

な
さ

の
規

「
又

省
令

県 報

指
行
規第

保
険

町
が

う
。

護
事

（号 外 ）

指
行
規

山
「
以
下
同
じ
。
」
を
加
え
、
同
項
第

区
省
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条

を
削
り
、
「
介
護
保
険
法
（
平
成

の
規
定
に
よ
り
市
町
が
定
め
る
条

、
同
項
第
二
号
中
「
通
い
サ
ー
ビ

十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
基

し
く
は
条
例
第
六
十
五
条
に
お
い

立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
と
み
な
さ

一
項
の
規
定
に
よ
り
自
立
訓
練
と

所
等
」
に
、
「
、
指
定
通
所
介
護

所
介
護
事
業
所
」
を
「
指
定
通
所

等
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第

て
準
用
す
る
条
例
第
六
十
二
条
第

れ
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
条

定
に
よ
り
基
準
該
当
自
立
訓
練

は
厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特

の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等

則
（
平
成
二
十
四
年
山
口
県
規
則

百
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中

法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三

定
め
る
条
例
（
以
下
「
市
町
条
例

）
（
以
下
「
指
定
通
所
介
護
等
」

業
所
」
を
「
又
は
指
定
地
域
密
着

定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日

口
県
規
則
第
十
四
号

四
号
中
「
及
び
条
例
」
を
「
並

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
立
訓
練

九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

例
（
以
下
「
市
町
条
例
」
と
い

ス
、
」
の
下
に
「
条
例
第
六
十

準
該
当
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練

て
準
用
す
る
条
例
第
六
十
二
条

れ
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
又
は
」
を

み
な
さ
れ
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
」

」
を
「
、
指
定
通
所
介
護
等
」

介
護
事
業
所
等
」
に
、
「
指
定

一
号
中
「
通
い
サ
ー
ビ
ス
、
」

二
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
該
当

例
第
六
十
五
条
に
お
い
て
準
用

（
生
活
訓
練
）
と
み
な
さ
れ
る
通

別
区
域
法
第
三
十
四
条
に
規
定

る
省
令
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働

業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

る
規
則

の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関

第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

「
以
下
同
じ
」
を
「
）
又
は
指
定

号
）
第
七
十
八
条
の
四
第
一
項

」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
指

と
い
う
」
に
改
め
、
同
項
第
二

型
通
所
介
護
の
事
業
を
行
う
事

の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関

こ
に
公
布
す
る
。

山
口
県
知

び
に
条
例
」
に
改
め
、
「
通
い

と
み
な
さ
れ
る
通
い
サ
ー
ビ

七
十
八
条
の
四
第
一
項
及
び
第

う
。
）
」
を
「
市
町
条
例
」
に

四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例

）
と
み
な
さ
れ
る
通
い
サ
ー
ビ

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
該

加
え
、
「
又
は
特
区
省
令
第
四

を
削
り
、
「
を
い
う
。
」
の
下

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
指

通
所
介
護
の
」
を
「
指
定
通
所

の
下
に
「
条
例
第
六
十
四
条
に

自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
と
み

す
る
条
例
第
六
十
二
条
第
二
項

い
サ
ー
ビ
ス
又
は
」
を
加
え
、

す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る

省
令
第
百
三
十
二
号
。
以
下

に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条

す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施

よ
う
に
改
正
す
る
。

地
域
密
着
型
通
所
介
護
（
介
護

及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市

定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
を
い

号
中
「
（
以
下
「
指
定
通
所
介

業
所
（
以
下
「
指
定
通
所
介
護

す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施

事

村

岡

嗣

政

条
例
（
以
下
「
市
町
条
例
」

の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

る
。

指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五

（
経
過
措
置
）

２

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十

業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運

第
一
号
に
規
定
す
る
市
町
条

れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
当

の
事
業
を
行
う
者
に
つ
い
て

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

よ
り
基
準
該
当
自
立
訓
練
（
生

区
省
令
第
四
条
第
一
項
の
規
定

第
百
四
十
条
第
一
項
及
び
第

「
規
定
を
」
の
下
に
「
、
条
例

定
め
る
基
準
に
つ
い
て
は
第
百

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十

サ
ー
ビ
ス
、
」
の
下
に
「
条
例

よ
り
基
準
該
当
自
立
訓
練
（
機

に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
六

み
な
さ
れ
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
又

訓
練
と
み
な
さ
れ
る
通
い
サ
ー

第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
一

用
す
る
条
例
第
六
十
二
条
第
二

通
い
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
条
例

山
口

と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「

関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生

業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

日 一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
改
正

営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条

例
（
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護

該
市
町
に
所
在
す
る
事
業
所
に
お

の
同
号
（
同
規
則
第
百
四
十
条
第

む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

第
七
十
八
条
の
四
第
一
項
及
び
第

活
訓
練
）
と
み
な
さ
れ
る
通
い
サ

に
よ
り
自
立
訓
練
と
み
な
さ
れ
る

百
四
十
一
条
第
一
項
中
「
つ
い
て

第
六
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る

三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
を
」
を

八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
六
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る

能
訓
練
）
と
み
な
さ
れ
る
通
い
サ

十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
基

は
」
を
加
え
、
「
又
は
特
区
省
令

ビ
ス
」
を
削
る
。

号
中
「
通
い
サ
ー
ビ
ス
、
」
の
下

項
の
規
定
に
よ
り
基
準
該
当
自
立

第
六
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る

県
知
事

村

岡

嗣

政

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事

労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
」
と

関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施

後
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

例
施
行
規
則
第
百
三
十
八
条
第
一

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
が
施
行

い
て
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

一
項
及
び
第
百
四
十
一
条
第
一
項

は
、
同
号
中
「
介
護
保
険
法
（
平

二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
が
定
め

ー
ビ
ス
又
は
」
を
加
え
、
「
又
は

通
い
サ
ー
ビ
ス
」
を
削
る
。

は
、
」
を
「
つ
い
て
は
」
に
改
め

条
例
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
則

加
え
る
。

条
例
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定

ー
ビ
ス
若
し
く
は
条
例
第
六
十
五

準
該
当
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自

に
「
条
例
第
六
十
四
条
に
お
い
て

訓
練
（
機
能
訓
練
）
と
み
な
さ
れ

条
例
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定

四

業す行 事項さスに成る 特、で に条と立準るに



平成

福
祉

な
さ

年 月 日 火曜日

り
基

ビ
ス

の
規

「
又

り
、

の
下

ス
等

い
サ

山 口 県

定
に

祉
サ

第
二

加
え

に
係

以
下

ビ
ス

第
六

報

第
「
指

型
通

「
指

通
所

護
を

護
等

等
条

（号 外 ）

山
指

規
則第

え
る

サ
ー
ビ
ス
等
条
例
第
六
十
二
条
第

れ
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
又
は
」
を
加

準
該
当
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）

等
条
例
第
六
十
五
条
に
お
い
て
準

定
に
よ
り
基
準
該
当
自
立
訓
練

は
特
区
省
令
第
四
条
第
一
項
の

同
項
第
四
号
中
「
利
用
者
数
及
び

に
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等

条
例
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定

ー
ビ
ス
若
し
く
は
指
定
障
害
福
祉

よ
り
基
準
該
当
自
立
訓
練
（
機
能

ー
ビ
ス
等
条
例
第
六
十
五
条
に
お

項
の
規
定
に
よ
り
基
準
該
当
自
立

、
「
又
は
厚
生
労
働
省
関
係
構
造

る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を

「
特
区
省
令
」
と
い
う
。
）
第
四

」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
通

十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
指
定

六
十
条
第
五
項
第
一
号
中
「
の

定
通
所
介
護
事
業
所
等
」
と
い
う

所
介
護
（
以
下
「
指
定
通
所
介
護

定
通
所
介
護
等
を
」
に
改
め
、
同

介
護
事
業
所
等
」
に
、
「
指
定
通

」
を
「
指
定
通
所
介
護
等
を
」
に

」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
第
一
号

例
第
六
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す

口
県
規
則
第
十
五
号

指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の

（
平
成
二
十
四
年
山
口
県
規
則
第

四
十
二
条
第
二
項
中
「
小
学
校
」

。

二
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
該
当

え
、
「
又
は
特
区
省
令
第
四
条

と
み
な
さ
れ
る
通
い
サ
ー
ビ
ス

用
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

（
生
活
訓
練
）
と
み
な
さ
れ
る
通

規
定
に
よ
り
自
立
訓
練
と
み
な
さ

」
を
「
利
用
者
数
並
び
に
」
に

条
例
第
六
十
四
条
に
お
い
て
準

に
よ
り
基
準
該
当
自
立
訓
練
（

サ
ー
ビ
ス
等
条
例
第
六
十
五
条

訓
練
）
と
み
な
さ
れ
る
通
い
サ

い
て
準
用
す
る
指
定
障
害
福
祉

訓
練
（
生
活
訓
練
）
と
み
な
さ

改
革
特
別
区
域
法
第
三
十
四
条

定
め
る
省
令
（
平
成
十
五
年
厚

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
立

い
サ
ー
ビ
ス
、
」
の
下
に
「
指

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
条
例
第

食
堂
」
を
「
又
は
指
定
地
域
密
着

。
）
の
食
堂
」
に
、
「
の
利
用

等
」
と
い
う
。
）
の
利
用
者
」

項
第
二
号
中
「
当
該
指
定
通
所

所
介
護
の
」
を
「
指
定
通
所
介

改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
指
定

中
「
通
い
サ
ー
ビ
ス
、
」
の
下

る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等

等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

規
則

人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す

七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

の
下
に
「
（
義
務
教
育
学
校
の

自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
と
み

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
立
訓

若
し
く
は
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ス
等
条
例
第
六
十
二
条
第
二
項

い
サ
ー
ビ
ス
又
は
」
を
加
え
、

れ
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
」
を
削

改
め
、
「
通
い
サ
ー
ビ
ス
、
」

用
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

機
能
訓
練
）
と
み
な
さ
れ
る
通

に
お
い
て
準
用
す
る
指
定
障
害

ー
ビ
ス
若
し
く
は
指
定
障
害
福

サ
ー
ビ
ス
等
条
例
第
六
十
二
条

れ
る
通
い
サ
ー
ビ
ス
又
は
」
を

に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業

生
労
働
省
令
第
百
三
十
二
号
。

訓
練
と
み
な
さ
れ
る
通
い
サ
ー

定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
条
例

六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

型
通
所
介
護
事
業
所
（
以
下

者
」
を
「
又
は
指
定
地
域
密
着

に
、
「
指
定
通
所
介
護
を
」
を

介
護
事
業
所
」
を
「
当
該
指
定

護
等
の
」
に
、
「
指
定
通
所
介

通
所
介
護
」
を
「
指
定
通
所
介

に
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

条
例
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規

関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例

る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行

う
に
改
正
す
る
。

前
期
課
程
を
含
む
。
）
」
を
加

別
記
第
五
号
様
式
中
「

項
３
第

条
９

第

」
に
改
め
る
。

第
一
項
に
規
定
す
る
額
を
占

る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「

項
３
第

項
１
第

条
６

第

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「

条
７

第

別
記
第
四
号
様
式
中
「

条
８

第

に
改
め
る
。

道
路
法
施
行
細
則
の
一

道
路
法
施
行
細
則
（
平
成
三

第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
し

に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
占
用
料
の
額
の
最
低
額
の
下

第
六
条

前
条
第
一
項
の
規
定

物
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

す
る
額
の
占
用
料
を
徴
収
す

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八

道
路
法
施
行
細
則
の
一
部
を

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五

山
口
県
規
則
第
十
六
号

練
と
み
な
さ
れ
る
通
い
サ
ー
ビ

通
所
介
護
事
業
所
等
」
に
、
「

型
居
宅
介
護
事
業
所
等
」
に
改

第
六
十
一
条
第
二
項
中
「
指

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

る
。

附

則

係
関

」
を
「第

係
関

条

」
に

用
料
の
額
の
最
低
額
の
下
限
の
額

係
関

」
を
「

係
関

条
７
第

」
に

係
関

」
を
「

係
関

条
８
第

」
に

係
関

」
を
「

係
関

条
９
第

」
に

部
を
改
正
す
る
規
則

年
山
口
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部

、
第
六
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
を

限
の
額
）

は
、
条
例
第
六
条
に
お
い
て
準
用

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
五

る
」
と
あ
る
の
は
、
「
条
例
第
六

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

日

山
口

ス
」
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

め
る
。

定
通
所
介
護
事
業
所
」
を
「
指
定

業
所
」
を
「
指
定
小
規
模
多
機
能

五

、
「

項
３

第
条
９

第

」
を
「第

条

と
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

、
「

項
３

第
項

１
第

条
６

第

」
を
「

条
７

第

改
め
る
。

、
「

の
条

８
第

」
を
「

の
条

９
第

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
条
の

す
る
条
例
第
五
条
に
規
定
す
る
工

号
中
「
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規

条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
二

る
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

指
定
通
所
介
護
事
業
所
」
を
「
指

事
業
所
」
を
「
指
定
小
規
模
多
機

通
所
介
護
事
業
所
等
」
に
、
「
指

型
居
宅
介
護
事
業
所
等
」
に
改

す」 次作定条 定能定め



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

別
に
改こ十

八
年
三
月
十
五
日
印
刷

十
八
年
三
月
十
五
日
発
行

記
第
六
号
様
式
中
「第

係
関

条

め
る
。

附

則

の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

」
を
「第

係
関

条

」
に
、
「第

す
る
。

庁事

の
条

」
を
「第

の
条

」

六


